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年
６
月
分
か
ら
の
手
当
が　

１９

１９

年
度
（　

年
１
月
１
日
〜　

月　

１８

１２

３１

日
分
）
所
得
で
判
定
し
ま
す
。
今

ま
で
所
得
超
過
に
よ
り
受
給
で
き

な
か
っ
た
方
で
も
、
所
得
の
減
少

ま
た
は
扶
養
人
数
の
増
加
、
国
民

年
金
か
ら
厚
生
年
金
に
変
更
さ
れ

た
方
な
ど
は
受
給
で
き
る
場
合
が

付
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
医
療
機
関
へ
の
医
療
費
支

払
い
済
み
の
確
認
は
、
原
則
、
領

収
書
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
医

療
費
の
領
収
書
は
金
額
に
か
か
わ

ら
ず
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
は
、
保
険
医
療
機

関
の
窓
口
で
の
医
療
費
の
支
払
い

の
際
に
高
額
療
養
費
相
当
分
を
差

し
引
い
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。急

な
病
気
で
病
院
に 

掛
か
っ
た
と
き
は

　

出
先
で
急
に
具
合
が
悪
く
な
る

　

今
年
の
夏
休
み
に
東
久
留

米
市
に
と
っ
て
大
変
興
味
深

く
、
誰
も
が
切
な
く
、
そ
し

て
心
温
ま
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
映
画
が
公
開
さ
れ
ま
す
。

　
「
河
童
の
ク
ゥ
と
夏
休
み
」

は
、
神
宝
町
在
住
の
児
童
文

学
作
家
で
今
年
の
１
月
に
亡

く
な
ら
れ
た
木
暮
正
夫
氏
の

原
作
「
か
っ
ぱ
大
さ
わ
ぎ
」

「
か
っ
ぱ
び
っ
く
り
旅
」
を

基
に
、「
映
画
ク
レ
ヨ
ン
し
ん

ち
ゃ
ん
」
シ
リ
ー
ズ
の
監
督

と
ス
タ
ッ
フ
が
５
年
に
及
ぶ

制
作
期
間
を
経
て
完
成
さ
せ

た
作
品
で
、
７
月　

日
（
土
）

２８

か
ら
全
国
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー
さ

れ
ま
す
。

　

原
作
者
の
木
暮
氏
が
生
活

し
て
き
た
東
久
留
米
市
が
作

品
の
中
で
随
所
に
登
場
し
ま

す
。
主
人
公
の
康
一
は
「
東

久
留
米
市
の
上
原
家
」
の
小

学
５
年
生
。
通
学
路
と
し
て

登
場
す
る
黒
目
川
の
遊
歩
道

が
河
童
の
「
ク
ゥ
」
と
の
出

会
い
の
場
で
あ
る
の
を
筆
頭

に
、
人
目
を
避
け
て
暮
ら
す

「
ク
ゥ
」を
こ
っ
そ
り
南
沢
の

湧（
ゆ
う
）水
地
に
連
れ
て
行

っ
た
り
、
い
じ
め
を
受
け
る

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
一
人
で
過

ご
す
の
が
小
山
台
遺
跡
公
園

の
ベ
ン
チ
だ
っ
た
り
…
。
ま

た
、何
気
な
い
場
面
に
も
、小

山
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
前
の

「
力
石
」や
清
瀬
に
向
か
う
急

坂
が
使
わ
れ
、
東
久
留
米
駅

舎
を
は
じ
め
と
す
る
市
内
の

町
並
み
が
多
数
登
場
し
ま
す
。

　

氏
の
著
作
は
市
内
図
書
館

に
１
０
０
冊
程
度
あ
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
お
読
み
く
だ
さ

い
。現
在
、庁
内
で
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
検
討
中
で
す
。

医
療
費
が
高
額
に 

な
っ
た
と
き
は

　

１
カ
月
間
に
保
険
医
療
機
関
で

掛
か
っ
た
医

療
費
が
自
己

負
担
限
度
額

を
超
え
た
と

き
は
、
そ
の

超
え
た
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て

支
給
さ
れ
ま
す
（
表
１
・
表
２
参

照
）。

　

該
当
し
た
方
へ
は
、
原
則
、
高

額
療
養
費
の
支
給
の
お
知
ら
せ
を

郵
送
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入

し
、
被
保
険
者
証
と
領
収
書
を
添

等
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ

て
、
保
険
医
療
機
関
の
窓
口
に
被

保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
医
療
を
受

け
た
と
き
に
は
、
世
帯
主
か
ら
の

申
請
に
よ
っ
て
後
か
ら
保
険
給
付

の
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

※
必
ず
保
険
治
療
で
あ
る
こ
と

を
病
院
等
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

《
手
続
き
方
法
》

　�
被
保
険

者
証
を
提
示

せ
ず
に
病
院

等
に
掛
か
っ

た
と
き
＝
診

療
報
酬
明
細

書
（
レ
セ
プ
ト
）、
領
収
書
（
原

本
）、
被
保
険
者
証
、
世
帯
主
名
義

口
座
番
号
、
認
め
印

　�
柔
道
整
復
師
の
施
術
料
＝
治

療
明
細
書
、
領
収
書
（
原
本
）、
被

保
険
者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座
番

市

職

員 

（

保 

健 

師

）

　
　

年
８
月
１
日
以
降
に
採
用
す

１９
る
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
募
集
職
種
・
募
集
人
員
・
受
験

資
格
等
】
左
表
の
通
り

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
５
月
１
日

（
火
）
〜　

日
（
木
）
の
午
前
８

１７

時
半
〜
午
後
５
時
、
職
員
課
（
市

役
所
４
階
）
で
。
５
月　

日
（
水
）

１６

ま
で
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
電
子
申

請
で
取
り
寄
せ
る
こ
と
も
で
き
ま

す
　
【
願
書
受
け
付
け
】
５
月　

日
１４

（
月
）
〜　

日
（
木
）
の
午
前
９

１７

時
〜
午
後
５
時
に
本
人
が
同
課
に

持
参
し
て
く
だ
さ
い

　
【
試
験
日
】
５
月　

日
（
日
）

２７

　

詳
し
く
は
同
課
人
事
給
与
係�

４
７
０
・
７
７
１
６
へ
。

　４月１日号の広報紙でお知らせしました通り、

健康福祉部介護福祉課医療係は、４月１日付の組

織改正に伴い、市民部保険年金課高齢者医療係に

名称が変更になりました。４月以降も引き続き今

までの介護福祉課の場所で業務を行っていますが、

５月７日（月）からは同じ市役所１階の保険年金

課へ手続き等の窓口が移動します。

　なお、取り扱う業務の内容はこれまでと同じで、

国の老人保健制度○老 と、都の老人医療費助成制度

○福 です。

　また、問い合わせの電話番号も変わりません。

　詳しくは保険年金課高齢者医療係（内線２５５１、

２５５２）へ。

７０歳未満の方７０歳以上の方

過去１２カ月間に
４回以上で４回目以降

通常
右記以外

国保世帯
全体（Ｃ）

入院を含めた
世帯単位（Ｂ）

外来
個人単位（Ａ）

（老人保健の対象
にならない方）

８３，４００円
注）６
１５０，０００円

注）５　
上位所得者注）２

８０，１００円
４４，４００円

注）１
現役並み所得者

４４，４００円
注）７
８０，１００円

一般

８３，４００円
注）６
１５０，０００円

注）５　
上位所得者

４４，４００円１２，０００円一般
４４，４００円

注）７
８０，１００円

一般

２４，６００円３５，４００円低所得者
２４，６００円８，０００円

注）３
低所得者（低Ⅱ）

１５，０００円８，０００円
注）４
低所得者（低Ⅰ）

号
、
認
め
印

　

※
支
払
い
を
委
任
し
て
い
る
場

合
は
、
柔
道
整
復
師
か
ら
の
請
求

に
な
り
ま
す
。

　�
医
師
が
認
め
た
、
は
り
、
き

ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
等
＝
医
師
の

同
意
書
、
領
収
書
（
原
本
）、
被
保

険
者
証
、
世
帯
主
名
義
口
座
番
号
、

認
め
印

　

※
支
払
い
を
委
任
し
て
い
る
場

合
は
、
施
術
者
か
ら
の
請
求
に
な

り
ま
す
。

　�
補
装
具
（
ギ
ブ
ス
、
コ
ル
セ

あ
り
ま
す
。

　

６
月
分
か
ら

受
給
す
る
に
は

５
月
中
の
申
請

が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
子

育
て
支
援
課�
４
７
０
・
７
７
３

６
へ
。

ッ
ト
等
）
＝
医
師
の
診
断
書
、
領

収
書
（
原
本
）、
被
保
険
者
証
、
世

帯
主
名
義
口
座
番
号
、
認
め
印

　�
海
外
療
養
費
＝
診
療
明
細
書

（
原
本
、
日
本
語
訳
）、
領
収
書（
原

本
、
日
本
語
訳
）、
被
保
険
者
証
、

世
帯
主
名
義
口
座
番
号
、
認
め
印

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係�
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

○老 ・○福 をお持ちの方へ
介護福祉課から保険年金課に
担当窓口の場所が変わります

受験資格等募集人員募集職種

昭和４２年４月２日以降に生まれ、

保健師の資格を有する方
若干名保健師

同一世帯に課税所得が１４５万円以上の国保被保険者（７０歳以上または老人保健で医療を受ける方）がいる方。た
だし、国保被保険者（７０歳以上または老人保健で医療を受ける方）の収入の合計が、２人以上の場合は６２１
万円未満、１人の場合は４８４万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になります

注）１

医療費が２６７，０００円を超えたときは、超えた分の１％を加算します。ただし、過去１２カ月間に４回以上高額
療養費の支払いがあった場合、４回目以降は４４，４００円となります

注）２

世帯主および国保加入者全員が市･都民税非課税の世帯の方注）３

世帯主および国保加入者全員が市･都民税非課税の世帯で、その世帯の所得が一定基準以下（単独世帯で年金
収入が約８０万円以下）の方

注）４

基礎控除後の総所得金額等が６００万円を超える世帯注）５

医療費が５００，０００円を超えたときは、超えた分の１％を加算します注）６

医療費が２６７，０００円を超えたときは、超えた分の１％を加算します注）７

所
得
超
過（
消
滅
・
却
下
）の

確
認
を
お
願
い
し
ま
す

表２　国民健康保険における高額療養費の自己負担限度額（月額）

※同じ月内の自己負担限度額を合算し、世帯単位で自己負担限度額を適用するようになります。７０歳以上の外来は、

まず、個人単位で自己負担額を適用し、その後で入院の自己負担額を合算します。

入院または入院外それぞれ２１，０００円以上

市職員（保健師）募集職種等

本
人
以
外
の
方
が 

年
金
相
談
を
さ
れ
る 

と
き
の
お
願
い

　

市
や
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、

年
金
の
請
求
に
関
す
る
手
続
き

や
相
談
に
つ
い
て
、
原
則
、
本

人
に
対
し
て
の
み
行
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
本
人
の
依
頼
が

あ
れ
ば
、
家
族
の
方
等
で
も
年

金
の
請
求
手
続
き
や
年
金
に
関

す
る
相
談
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
本
人
の

基
礎
年
金
番
号
（
年
金
受
給
者

の
場
合
は
基
礎
年
金
番
号
と
年

金
コ
ー
ド
）、
本
人
の
住
所
・
氏

名
・
生
年
月
日
、
依
頼
内
容
と

依
頼
さ
れ
る
方
の
住
所
・
氏
名
、

本
人
と
の
関
係

を
記
載
し
、
本

人
の
署
名
、
押

印
を
し
た
委
任

状
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
依
頼
さ

れ
た
方
は
身
分

を
証
明
で
き
る
運
転
免
許
証
等

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は 

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」へ

　

こ
れ
か
ら
年
金
受
給
の
手
続

き
を
さ
れ
る
方
や
、
既
に
受
給

を
さ
れ
て
い
る
方
は
、
社
会
保

険
庁
の
年
金
相
談
、
年
金
手
続

き
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
を
利
用
で
き

ま
す
。

　

受
給
手
続
き
の
際
は
必
要
な

書
類
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
請
求
に
か
か
わ
る
相
談

＝�
０
５
７
０
・

　

・
１
１
６
５
、

０５年
金
受
給
者
の
相

談
＝�
０
５
７

０
・　

・
１
１
６

０７

５
（
い
ず
れ
も
市

内
通
話
料
金
が
か

か
り
ま
す
）。

　

な
お
、
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
期
間
だ
け
の
方
の
年
金
請

求
は
市
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

詳
し
く
は
市
保
険
年
金
課
国

保
年
金
資
格
係�
４
７
０
・
７

７
３
２
ま
た
は
武
蔵
野
社
会
保

険
事
務
所�
０
４
２
２
・　

・
５６

１
４
１
１
へ
。　

児児児児児児児児児児
童童童童童童童童童童
手手手手手手手手手手
当当当当当当当当当当

児
童
手
当

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健
康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険

国
民
健
康
保
険

７０歳以上の方 ７０歳未満の方

５月７日（月）から

表１　高額療養費計算方法（Ａ、Ｂ、Ｃの額は表２参照）

個人単位（外来）　 　　合計（Ａ）円まで

世帯単位（入院含む）　 合計（Ｂ）円まで

情

報

世帯単位（入院または入院外）　 合計（Ｃ）円まで


